
情 報

B O X

I n f o r m a t i o n

　　…問い合わせ先
　　…申し込み先
問
申

納
期
限
と
口
座
振
替
日
の�

お
知
ら
せ

　
６
月
30
日
は
、

・ 

保
育
料（
６
月
分
）

の
納
期
限
お
よ
び
口
座
振
替
日
で
す
。
忘
れ

ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
場
合
は
残
高
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

  

福
祉
事
務
所
こ
ど
も
政
策
係

☎
7２

－

１
１
２
３

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
ひ
と
り
親
世
帯
な
ど
）
に
つ
い
て

　
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
、
影
響

を
特
に
受
け
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対

し
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え
た
生
活
の
支
援
を

行
う
観
点
か
ら
、
国
の
制
度
に
基
づ
き
特
別

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳

し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
市
公
式
サ
イ
ト
を

ご
確
認
い
た
だ
く
か
福
祉
事
務
所
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

子
育
て

問

● 

支
給
対
象
者

【
ひ
と
り
親
世
帯
】

①
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
る
方 

②
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者

　

公
的
年
金
な
ど（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、

老
齢
年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）
を
受
給
し
て

い
る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
５
年
３
月
分
の
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方

※ 

児
童
扶
養
手
当
に
か
か
る
支
給
限
度
額
を

上
回
る
場
合
は
支
給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

③
家
計
急
変
者

　
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
は
受

給
し
て
い
な
い
が
、
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰

の
影
響
を
受
け
て
収
入
が
急
変
し
、
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準
と

な
っ
た
方

【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
】

① 

令
和
４
年
度
串
間
市
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）

を
受
給
し
た
世
帯

② 

令
和
４
年
度
ま
た
は
令
和
５
年
度
の
住
民

税（
均
等
割
）が
非
課
税
の
方
、
ま
た
は
令

和
５
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変
し
、

住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た
方

（
平
成
17
年
４
月
２
日【
障
が
い
児
の
場

合
：
平
成
15
年
４
月
２
日
】
か
ら
令
和
６

年
２
月
２９
日
に
出
生
し
た
児
童
が
対
象
）

※ 

ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付
金
を
受
け
取
っ

た
方
を
除
く

● 

支
給
額

　
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

●�

支
給
方
法

・ 

児
童
扶
養
手
当
受
給
者（
ひ
と
り
親
世
帯

分
）

　

 

⇒
令
和
５
年
５
月
末
に
児
童
扶
養
手
当
受

給
口
座
へ
振
り
込
み
ま
し
た
。

・ 

令
和
４
年
度
串
間
市
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）

支
給
対
象
者

　

 

⇒
令
和
５
年
５
月
末
に
児
童
手
当
受
給
口

座
へ
振
り
込
み
ま
し
た
。

・ 

公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
・
家
計
急
変
者

　

 

⇒
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。
申
請
受
け

付
け
後
、
内
容
を
審
査
し
、
順
次
指
定
の

口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

● 

申
請
期
限
＝
令
和
６
年
２
月
２９
日（
木
）

　

  　

  

福
祉
事
務
所
こ
ど
も
政
策
係

☎
7２

－

1
1
2
3

納
期
限
と
口
座
振
替
日
の
お
知
ら
せ

　
６
月
30
日
は
、

・
市
県
民
税（
１
期
）

・
介
護
保
険
料（
２
期
）

の
納
期
限
お
よ
び
口
座
振
替
日
で
す
。
忘
れ

ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
場
合
は
残
高
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

  

税
務
課
☎
7２

－

１
１
１
５

身
体
障
害
者
補
助
犬
の�

給
付
に
つ
い
て

　
宮
崎
県
で
は
、
身
体
障
が
い
者
の
自
立
と

社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
、
身
体
障
害
者

補
助
犬
を
給
付
し
て
い
ま
す
。

● 

給
付
対
象
者

① 

県
内
に
お
お
む
ね
１
年
以
上
居
住
す
る
1８

歳
以
上
の
方
で
次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ

る
方

・ 

視
覚
障
が
い
１
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
ま
た
は
こ
れ
に
準

ず
る
方

・ 

肢
体
不
自
由
１
、
２
級
の
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
ま
た
は
こ
れ

に
準
ず
る
方

・ 

聴
覚
障
が
い
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
ま
た
は
こ
れ
に
準

ず
る
方

② 

所
定
の
訓
練
を
受
け
、
身
体
障
害
者
補
助

犬
を
適
切
に
利
用
し
、
飼
育
で
き
る
方

③ 

身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
り
就
労
な
ど
の
社
会
活
動
へ
の
参
加
に

効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

※ 

そ
の
他
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

申
込
期
限
＝
７
月
14
日（
金
）ま
で

※ 

身
体
障
害
者
補
助
犬
と
は
、
盲
導
犬
、
介

助
犬
、
聴
導
犬
の
３
種
の
犬
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　

  

宮
崎
県
障
が
い
福
祉
課

☎
０
９
８
５

－

3２

－

４
４
６
８

申
問

お
知
ら
せ

問

問

て
い
ま
す
。

※ 

市
役
所
本
庁
の
み
毎
週
木
曜
日
は
、
午
後

７
時
ま
で
窓
口
を
延
長
し
て
お
り
ま
す

（
祝
日
を
除
く
）。

※
写
真
撮
影
を
行
い
ま
す
。

● 

コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
が
取
得
で
き
ま
す
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
、
コ
ン
ビ

ニ
の
コ
ピ
ー
機
で
証
明
書
が
発
行
で
き
ま
す
。

■ 

戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
、
戸
籍
の
附
票

▷
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
15
分

■ 

住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事
項
証
明

書
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
課
税
証
明
書
、

所
得
証
明
書

▷ 

毎
日
午
前
６
時
半
～
午
後
11
時

　
※ 

串
間
市
に
住
民
票
が
な
い
方
で
、
本
籍

が
串
間
市
に
あ
る
方
が
戸
籍
謄
本
な
ど

を
発
行
す
る
場
合
は
、
初
回
の
み
コ
ン
ビ

ニ
の
コ
ピ
ー
機
よ
り
事
前
審
査
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

● 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
が
で
き
ま
す
！

　
申
請
書
の
紛
失
、
記
載
し
て
あ
る
住
所
や

氏
名
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
申
請
書
の
再

発
行
が
必
要
で
す
。

　
令
和
２
年
５
月
２5
日
以
降
、
通
知
カ
ー
ド

の
発
行
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
代
わ
り
に

届
い
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
で
も

カ
ー
ド
の
申
請
が
可
能
で
す
。

● 

事
業
所
訪
問
に
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
出
張
申
請
を
受
け
付
け
し
ま
す
！

　
勤
務
先
に
市
役
所
職
員
が
伺
い
、
従
業
員

さ
ん
の
写
真
撮
影
か
ら
申
請
ま
で
お
手
伝
い

し
ま
す
。

　
カ
ー
ド
完
成
後
は
勤
務
先
ま
で
お
届
け
し

ま
す（
本
人
確
認
が
必
要

で
す
）。
お
電
話
も
し
く

は
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

事
業
所
訪
問
の
お
申
し
込
み
は
、
本
庁
市
民

生
活
課
の
み
受
け
付
け
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

    

串
間
市
役
所

⃝
 

市
民
生
活
課　
☎
7２

－

１
１
１
１

⃝
 

大
束
支
所　
☎
71

－

２
０
１
１

⃝
  

本
城
支
所　
☎
71

－

３
０
１
１

⃝
  

都
井
支
所　
☎
71

－

４
０
１
１

⃝
 

市
木
支
所　
☎
71

－

５
０
１
１

問

▼�

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式�

（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
と
は
…

　
消
費
税
の
申
告
に
お
い
て
、
買
い
手
が
仕

入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

原
則
と
し
て
、
売
り
手
で
あ
る
登
録
事
業
者

か
ら
交
付
を
受
け
た
適
格
請
求
書
の
保
存
が

必
要
と
な
る
制
度
で
す
。

　
な
お
、
詳
し
い
情
報
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（https://w

w
w

.nta.go.jp

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い（
左
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

も
特
設
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）。

　
ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る
一
般

的
な
ご
質
問
や
ご
相
談
は
、
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎0120

-
205

-
553

）
で
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。

　

  

日
南
税
務
署
☎
２２

－

３
６
７
１

　

 （
音
声
案
内
で「
２
」を
選
択
）

市
役
所
や
各
支
所
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
が
で
き
ま
す
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
市
役
所

お
よ
び
各
支
所
の
窓
口
で
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

● 

受
付
時
間
＝
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
15
分

※ 

市
役
所
本
庁
の
み
第
２・４
日
曜
日
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
関
係
の
み
窓
口
開
庁
を
行
っ

問

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
な
ど

の
説
明
会
・
登
録
申
請
相
談
会
に�

関
す
る
お
知
ら
せ

　

令
和
５
年
10
月
か
ら「
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）」が
導
入
さ
れ

ま
す
。
事
業
者
の
方
が
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
事
業

に
応
じ
た
対
応
や
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
け

る
よ
う
説
明
会
な
ど
を
開
催
し
ま
す
。

▼ 「インボイス制度 
特設サイト」

▼ 登録はパソコン・ 
スマートフォンから！

ご自身に届いた申請書の
この二次元コードを 
読み取ってください。

【開催日時など】
開催日時 定員 申し込み

締め切り日 開催場所日にち 時　間 名称など
６月２0日
（火）

午後１時1５分～
午後３時1５分

インボイス制度説明会 1５名 ６月19日（月）
午後５時まで 日南税務署

２階会議室
（日南市上平野町
１丁目８番地４号）

登録要否相談会※３

７月２8日
（金）

午後１時1５分～
午後３時1５分

インボイス制度説明会 1５名 ７月２7日（木）
午後５時まで登録要否相談会※３

８月７日
（月）

午後１時1５分～
午後３時1５分

インボイス制度説明会 1５名 ８月４日（金）
午後５時まで登録要否相談会※３

※１　事前予約制になります。 申し込み締め切り日までにお電話で申し込みをお願いします。
※２　会場へお越しの際は、なるべく公共機関をご利用ください。
※３　 「登録要否相談会」に参加される場合は、インボイス特設サイトに掲載してある「ご自身の事業状況について」を事前に

記載の上、当日ご持参いただければスムーズに相談を行うことができます。
※４　 登録申請を希望する参加者の方に、会場内で手続きのサポートを行います（ｅ－Ｔａｘで申請する場合はスマートフォ

ンおよびマイナンバーカードが必要です）。
※５　 新型コロナウイルス感染症拡大防止に配意した開催としており、今後、新型コロナウイルス感染症の状況などによっ

て開催が中止となる場合もあります。
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